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○大学学生寮条例施行規則  

平成 18年３月 27日規則第 70号  

改正  

平成 20年１月 28日規則第１号  

平成 30年３月 31日規則第 16号  

令和２年２月 13日規則第５号  

令和２年 11月 30日規則第 53号  

令和６年２月 28日規則第２号  

大学学生寮条例施行規則  

（目的）  

第１条  この規則は、大学学生寮条例（平成 18年名寄市条例第 82号。以下「条例」とい

う。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。  

（管理人）  

第２条  学生寮には、必要に応じて管理人を置くことができる。  

（入寮願）  

第３条  学生寮に入寮を希望するものは、入寮願（別記様式第１号）に、次の各号に掲

げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。  

(１ ) 入寮選考調書（別記様式第２号）  

(２ ) 所得を証明する書類等（市区町村長発行のもの）  

（入寮者の選考）  

第４条  学長は、提出された書類を審査し入寮者の選考及び許可を行う。  

２  学長は、入寮者に入寮許可書（別記様式第３号）を交付する。  

３  学長は、入寮許可をした者のほかに、必要と認める数の入寮補欠者を定めることが

できる。  

（入寮）  

第５条  入寮の許可を受けた者は、入寮許可書に指定された日までに入寮しなければな

らない。  

（退寮願）  

第６条  退寮しようとする者は、事前に学長に退寮願（別記様式第４号）を提出しなけ

ればならない。  

（入寮費）  
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第７条  学生寮に入寮した学生（以下「寮生」という。）は、入寮費として５万円を指

定された日までに納入しなければならない。  

２  入寮費は、退寮時において返戻する。ただし、使用料等に未納がある場合又は寮生

の責任に基づく損害が生じた場合は、これを充当することができる。  

（使用料等の納入）  

第８条  条例第５条に規定する使用料及び諸経費（以下「使用料等」という。）は、そ

の月の末日（ 12月にあっては、 28日）までに納入しなければならない。  

２  入寮又は退寮の日が月の途中であっても、その月の使用料等は納入しなければなら

ない。  

（使用料の減免等）  

第９条  市長は、寮生が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免又は猶

予（以下「減免等」という。）することができる。  

(１ ) 寮生の家庭が不慮の災害等により、使用料の納入が困難となった場合  

(２ ) その他特に必要と認めた場合  

（使用料減免等の手続）  

第 10条  前条の規定により使用料の減免等を受けようとする者は、使用料減免等申請書

（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

（使用料の減免等承認）  

第 11条  市長は、使用料の減免等を決定したときは、使用料減免等承認書（別記様式第

６号）を学長を通じて寮生に交付する。  

（施設等の保全）  

第 12条  寮生は、学生寮の施設設備及び備品等の保全に留意し、防火、防犯、保健衛生、

災害防止等に努めなければならない。  

２  故意又は過失により、施設設備及び備品等を滅失、破損又は汚損したときは、その

原状回復に必要な経費を負担させることがある。  

（委任）  

第 13条  この規則の施行について必要な事項は、学長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成 18年３月 27日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の市立名寄短期大学学生寮条例施行規則
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（平成７年名寄市規則第 36号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成 20年１月 28日規則第１号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成 20年４月１日から施行する。  

（市立名寄短期大学運営諮問会議規則等の廃止）  

２  次に掲げる規則は、廃止する。  

(１ ) 市立名寄短期大学運営諮問会議規則（平成 18年名寄市規則第 65号）  

(２ ) 市立名寄短期大学の組織及び管理に関する規則（平成 18年名寄市規則第 66号）  

(３ ) 市立名寄短期大学の授業料等徴収条例施行規則（平成 18年名寄市規則第 68号）  

(４ ) 市立名寄短期大学奨学資金貸付条例施行規則（平成 18年名寄市規則第 69号）  

附  則（平成 30年３月 31日規則第 16号）  

（附則）  

１  この規則は、平成 30年４月１日から施行する。  

（名寄市立大学短期大学部の廃止に伴う経過措置）  

２  この規則の施行の日前に名寄市立大学短期大学部に在学していた者に係る学籍簿は、

名寄市立大学において保存する。  

３  この規則の施行の日前に名寄市立大学短期大学部に在学していた者から学籍に係る

証明書の交付申請があったときは、名寄市立大学長が交付するものとする。  

附  則（令和２年２月 13日規則第５号）  

この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年 11月 30日規則第 53号）  

この規則は、令和２年 12月１日から施行する。  

附  則（令和６年２月 28日規則第２号）  

この規則は、令和６年３月１日から施行する。  
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別記様式第１号（第３条関係）  
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別記様式第２号（第３条関係）  
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別記様式第３号（第４条関係）  

 



7/9 

別記様式第４号（第６条関係）  
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別記様式第５号（第 10条関係）  
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別記様式第６号（第 11条関係）  

 


